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麦芽を原料の一部とした発泡性発酵酒における原料麦芽の重量割合の推定 
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Estimation of malt content in sparkling fermented beverages made from malt 
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  A method for estimation of a malt content, that is, a weight proportion of malt to all raw materials 
except water, in sparkling fermented beverages made from malt, that is, beers using adjuncts, was 
developed.  Alcoholic contents and real extracts were measured by hydrometric method.  Then original 
extracts (O.E.) were calculated by Balling's equation.  Total nitrogen contents (T.N.) were measured by 
Kjeldahl method.  Survived nitrogen ratios (S.N.R.), that is, ratio of T.N. and O.E. were calculated. 
Ratio of S.N.R. of sample versus mean S.N.R. of all－malt beers gave an estimated malt content.  S.N.R. 
varied with origin of malt or mashing condition.  So the estimated malt content also varied.  But this 
method could discriminate between 50% malt content and 25% except using barley as adjuncts. 

 
 
 

１．緒  言 

 近年，麦芽を原料の一部とした発泡性発酵酒（酒税法上にお

ける発泡酒で，一般に節税ビール，低麦芽ビール等と称されて

いるもの，以下発泡酒という）の市場シェアが増加し，また，

輸入品も増加している。これらは，水を除く原料中麦芽の重量

割合（以下麦芽使用率という）により酒税率が異なり，その税

率格差は非常に大きい。 
 まず，ビール類の一般的な製造法は以下のとおりである。概

略をScheme １に示す。詳しくは成書を参照されたい１）～１０）。 
 はじめに，麦芽を製造する工程（製麦工程）で，大麦を制御

された条件下で発芽させる。発芽に伴い，大麦粒内にアミラー

ゼ，プロテアーゼ等の各種の麦芽酵素が生産，蓄積する。これ

らにより大麦中のでん粉やたんぱく質等の高分子物質は分解さ

れ，低分子化する。麦芽酵素を失活しないように酵素反応を停

止させるため，麦芽は焙燥される。 
 次の仕込み工程では，粉砕した麦芽を温水と混合し，ある温

度プログラムにしたがって昇温させ，麦芽酵素によりでん粉や

たんぱく質等の高分子物質をさらに低分子化させ，糖類やアミ

ノ酸からポリペプチドに至る窒素化合物に分解する。副原料を

使用するものは，この仕込み工程中に，米，とうもろこしやで

ん粉等の副原料を加熱，糊化した後，混合する。混合物はろ過 
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 により不溶物を分離した後，ホップを加えて煮沸する。煮沸に
より麦芽酵素は失活し，熱凝固性たん白質も除かれ，ホップ中

の苦み成分が抽出される。こうして造られた麦汁の濃度は原麦

汁濃度（オリジナルエキスともいわれる）といい，ビールの濃

度を決定することになるので，製造するビールの性質を決定す

る重要な因子となる。 
 煮沸された麦汁は冷却され、酵母を加えてアルコール発酵さ

せる。ある程度発酵した後，酵母を分離し一定期間貯蔵するこ

とにより，熟成させる。熟成後，ろ過し，瓶，缶，樽等の容器

に詰められ，必要に応じ加熱処理（火入れ）が行われ，製品と

なる。 
 さて，ビール中の含窒素化合物は，そのほとんどが大麦のた

んぱく質に由来する。それが製麦及び仕込み工程により低分子

化（可溶化）し，その後の麦汁ろ過，麦汁煮沸，冷却，発酵，

熟成，ビールろ過等の各工程により系外に除去されながら，最

終的に製品であるビール中に残存する。 
 仕込み工程中に加えられる米，とうもろこし等の副原料もた

んぱく質を含んでいるが，これらの糊化温度が大麦のそれより

も高く，また，麦芽プロテアーゼの至適温度よりも高いため，

その作用を受けにくく，これらに含まれるたんぱく質は低分子

化（可溶化）しにくい。そのため，前述の各工程で系外に除去

され，ビール中に残存しないと考えられる。一般に副原料はビー 
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Scheme 1 Brewing process of beer 
 
 
 
 
ル製造においては含窒素化合物に関しての“希釈剤”として用

いられている。 
 ところで，国産酒類の納税義務者は酒類の製造者であり，当

該製造者には原料の受払い等について記帳義務が課せられてお

り，その麦芽使用率を知ることは可能であるが，輸入酒類の納

税義務者は酒類取引者（酒類を保税地域から引き取る者）であ

り，当該引取者は直接製造に関与していないため，事実上，そ

の麦芽使用率を知ることは不可能である。 
 しかし，発泡酒等の麦芽使用率を化学的に定量する方法は，

我々の知る限り報告されていない。 
 そこで，我々は，それらの原麦汁濃度に対する全窒素分の割

合（以下残存窒素率という）を用いる発泡酒の麦芽使用率の推

定法について検討したので報告する。 

２．実  験 

２．１ 試料並びに器具及び装置 

 ２．１．１ 試料 

 全麦芽ビール：国産市販品７種 
        外国産市販品 18種（10ヵ国） 
        国税庁醸造研究所試醸ビール２種 
 一般ビール：国産市販品 14種 
        外国産市販品４種（２ヵ国） 
        国税庁醸造研究所試醸ビール３種 
 発 泡 酒：国産市販品５種 
        外国産市販品 10種（４ヵ国） 

         国税庁醸造研究所試醸ビール１種 
        大阪税関管内に輸入申告のあったもの５種 
 ２．１．２ 器具及び装置 

  酒精度計 
  比重浮ひょう 
  自動式窒素／蛋白質定量装置 MRK KJEL－AUTO（三
田村理研工業製） 
２．２ 実験方法 

  ２．２．１ アルコール分 

 国税庁所定分析法６ビールに規定する方法１１）により，アル

コール分（容量％）を測定し，重量％に換算した。換算式は以

下のとおりである１２）。 
Ｗ＝Ｖ・A／S 
  ここで，Ｗ：アルコール分（重量％） 
      Ｖ：アルコール分（容量％） 
      Ａ：エチルアルコールの比重（0.70425） 
      Ｓ：蒸留液の比重 
 なお，検体の蒸留に際し，泡立ち防止のためにタンニン酸水

溶液を加えた 13)。 
  ２．２．２ エキス分 

 国税庁所定分析法６ビールに規定する方法１１）により，エキ

ス分（g／100ml）を測定し，重量％に換算した。 
  ２．２．３ 全窒素分 

 検体を一定量採り，自動式窒素／蛋白質定量装置 MRK 
KJEL－AUTO を用いて Kjeldahl 法により全窒素分（mg／
100ml）を測定した。 
  ２．２．４ 原麦汁濃度 

 ２．２．１及び２．２．２で求めたアルコール分及びエキス

分を用い，BCOJ（ビール酒造組合国際技術委員会）ビール分
析法による換算式（Balling の実験式）により，原麦汁濃度
（重量％）を求めた。換算式は以下のとおりである１４）。 
Ｐ＝((2.0665Ｗ＋Ｅ)／(100＋1.0665Ｗ))×100 
  ここで，Ｐ：原麦汁濃度（重量％） 
      Ｗ：アルコール分（重量％） 
      Ｅ：エキス分（重量％） 
 ２．２．５ 残存窒素率 

 ２．２．４で求めた原麦汁濃度に対する２．２．３で求めた

全窒素分の割合，残存窒素率（ca.重量％）を求めた。 
 ２．２．６ 麦芽使用率の推定 
 全麦芽ビールの残存窒素率の平均値に対する試料の残存窒素

率の割合を求め，その割合を麦芽使用率と推定した。 

３．結果と考察 

３．１ 全麦芽ビール 

 市販品については，表示原材料が麦芽及びホップのみである

ものを全麦芽ビールとみなした。全麦芽ビールの分析値を

Table１に示す。 
 残存窒素率の平均値0.630，変動係数18.2％（n＝27）であっ 



3 

関税中央分析所報 第 38号 1998 

 

Table 1 Analysis data of all－malt beers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た。変動係数が大きいのは，麦芽の種類や仕込み工程中の加熱

条件が異なるためであると考えられる。 
３．２ 一般ビール 
 市販品については，表示原材料が麦芽及びホップ以外に副原

料の記載があり，かつ，ビールの表示のあるものを一般ビール

とみなした。酒税法上，ビールの麦芽使用率は，67％以上であ
る。一般ビールの分析値及び推定麦芽使用率を Table 2 に示
す。 
 市販品の正確な麦芽使用率は不明であるため正確な評価はで

きないが，全麦芽ビールの残存窒素率の変動率を考慮して，許

容幅を±30％（残存窒素率に対して）と考えると，推定麦芽使
用率は 67％以上と考えて矛盾しない。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．３ 発泡酒 

 市販品については，表示酒類が発泡酒であるものを発泡酒と

みなした。輸入申告のあったものについては，輸入申告書添付

資料により判定した。発泡酒の分析値及び推定麦芽使用率を

Table 3に示す。 
 市販品の正確な麦芽使用率は不明であるため正確な評価はで

きないが，一般ビールと同様に許容幅を±30％（残存窒素率に
対して）と考えると，一部を除き推定麦芽使用率は表示麦芽使

用率を満足する。 
 S－１及び S－19～21 については，推定麦芽使用率は許容幅
を超える大きな値となるが，これらはすべて副原料として大麦

（発芽していないもの）を使用している。 
 大麦の糊化温度は米，とうもろこし等のそれよりも低く，麦 
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芽プロテアーゼの至適温度付近であるため，仕込み工程中のた

んぱく休止期と呼ばれる比較的低温に保持する期間に，大麦た

んぱく質は，麦芽のたんぱく質同様その作用を受け，低分子化

（可溶化）し，ビール中に残存するものと考えられる。 
 

４．要  約 

 今回，原麦汁濃度に対する全窒素分の割合（残存窒素率）を

用いるビール類の麦芽使用率の推定法について報告を行った

が，麦芽の種類や仕込み工程中の加熱条件等の差によると考え

られる，ある程度の幅を持った推定値しか得られなかった。も

し，それら諸条件が明確に判明すれば，より正確な推定値が得 

 られるであろうが，それらはビール類の特性を決定する命とも
いうべき重要な因子であるので，当然，重要な企業秘密でもあ

り，それらを知ることは不可能であろう。 
 今回，全麦芽ビールの残存窒素率をもとに麦芽使用率を推定

したが，当然ここでは世界中すべての全麦芽ビールを分析した

わけではない。しかし，許容幅を±30％（残存窒素率に対し
て）と見積もっても，麦芽使用率 50％以上（最高酒税率適用）
のものと 25％未満（最低酒税率適用）のものとの判別は可能で
あると考えられる。 
 ただ，大麦のように残存窒素率に多大な影響を与えると考え

られる副原料を使用したものについては，正確な推定値は得ら

れない。 
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